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韓国の障害者福祉の今後の展望と課題

竹 　並 　正 　宏��

要 　　　約

障害者福祉の究極的な目的は，人間としての尊厳と価値を持って幸福な人生を生きることができる
環境を作ることである．このために，韓国国家社会は憲法の精神に基づいて障害者の人権を保護し，
完全な社会参加と平等を成し，共に生活する社会を作るための条件と環境を作らなければならず，合
わせて当事者である障害者自身も健全な社会の構成員として，責任を持って人生を送り，自分の能力

を啓発し自立するように努力しなければならない．
この論文では，このような障害者福祉の目的実践と関連した障害の概念，韓国の障害者人口の規模
および社会経済的な実態，現行の障害者福祉制度の主要な内容，今後の展望と課題などを明らかにす
ることにより，韓国社会の障害者福祉問題について考える．

緒 言

本論文では，韓国の障害者福祉の目的の実践と関

連した障害の概念，韓国の障害者人口の規模および
社会経済的な実態，現行の障害者福祉制度の主要な
内容，今後の展望と課題を考察する．
韓国社会における障害者福祉分野では，国家と社

会は憲法の精神に基づいて障害者の人権を保護し，
完全な社会参加と平等を成し，共に生活する社会を
作るための条件と環境の指針を作ってはいるが，し
かし障害者福祉分野に関する研究の歴史は浅く，多
くの福祉研究者の関心が欧米の福祉研究に関連した

モデルに向けられている．たとえば韓国の福祉研究
者のヒョンウェソン �� やチョンムソン ��などは欧
米の書物を多く引用し，福祉政策の形成過程や展開
過程に反映している。その背景として，韓国におけ
る社会福祉系大学教員の博士号取得先の�
がアメ
リカ，韓国��，日本 � ，ヨーロッパ � となっ
ており，国内での研究環境は乏しい現状であること
が，韓国の社会福祉人材需給と大学教育の課題の中
で指摘されている��．

このような背景の中で，韓国の障害者福祉政策の
形成過程や展開過程に関する研究がなかったわけで
はなく，例えば韓国の学者クォンユギョンは政策決
定要因分析を行っている��が，研究の蓄積は必ずし
も十分でないと言える．

そこで本研究においては，今後の韓国における障
害者福祉制度を基盤とした取り組みに関する指針を

えることをねらいとして，障害者福祉政策の展開過
程に影響を及ぼした社会・経済・法律的な側面を総
合的に分析し，韓国における障害者福祉政策の形成
過程の特徴について明らかにすることを目的とした．
調査方法として，韓国の保健福祉部の資料，保健

社会研究院の資料，障害者雇用促進公団の内部資料，
韓国統計庁の資料等を収集分析した．
さて障害者福祉の現況と課題に入る前に，それぞ

れ異なる福祉領域と障害者福祉自身の特徴をまず調

べる必要があるが，その主要な特徴を �つに整理す
ると，次の通りである．
�．障害者問題は，障害のタイプと程度によって派
生する問題も大変多様なので，障害者福祉サー
ビス内容も問題の複雑性に伴い，複合的なアプ
ローチを試みなければならない．

�．障害者福祉は多様かつ複雑なので，ある �つの
特定分野の専門性だけでは解決が難しいので，
総合性が要求される福祉として理解しなければ

ならない．
�．時代の変化によって，障害者が自ら持っている
権利意識も高まり，福祉に対する欲求も変化し
ているので，障害者福祉サービスがこのような
状況の変化に対応しなければならない．

�．障害者福祉は障害発生の原因から治療および再
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起に至るまで，障害者本人や家族にだけ限定さ
れる問題ではなく，社会的な問題を含んでいる
ので，社会の連帯責任の基礎の上に社会と国家
の責任が強調される．従って，これからの障害

者福祉問題の解決方案に対するアプローチもこ
のような特徴をまず考慮した後に試みなければ
ならない．

障害の概念

�）���の障害概念

世界保険機構（���）は，�
�	年に国際障害分
類 �����（������������� ������������� � �!"���#

!����，����$������� ��% ���%���"�）をもとに，&

年間の現場検証と国際会議を経て，�		�年 &月に

��'（������������� ������������� � '(��������)，
����$����* ��% �����+）を公式的な障害分類基準と
して発表した．

��'は人間の機能と，機能の制限要素が関連する
状況を描写できるように構成されており，この基準
は障害者だけでなく，すべての人の健康と関連する
要素を説明できる普遍的な概念的枠組みの性格を帯
びる．そして，個人と環境との相互関係を重要視す
ることも ��'の主要概念である．

�）障害者福祉法上の障害概念

韓国の障害者福祉法においての‘障害者’は，身体
的・精神的な障害によって長期間にわたり日常生活
または社会生活に相当な制約を受ける者を言う（第

�条）．
ここで身体的障害は主要な外部身体機能の障害，
内部器官の障害を，そして精神的障害は精神遅滞ま
たは精神的疾患により発生する障害を意味する．

現在，障害者福祉法による障害分類は次の表 �で
分かるように，肢体障害，脳病変障害，視覚障害，
聴覚障害，言語障害，精神遅滞，発達障害，精神障
害，腎臓障害，心臓障害，呼吸器，肝臓，顔面変形，
腸瘻・尿瘻，関節などの�&のタイプに区分され，障
害の種類ごとの障害等級は障害の程度によって �級
から �級に区分される��．

韓国の障害者人口の規模および社会経済的な実態

�）障害者人口の規模

�		&年の実態調査の結果，障害者は�,���千人で
�			年の�,��
千人に比べて�

千人増加（単純増
加率����）で，このうち在宅障害者は�,�	�千人
（
���），施設障害者は����千人（���）と調査さ
れた（表 �）．障害出現率（人口�		人あたりの障害者
の数）は�			年の��	
に比べて�		&年の��&
へ
��&	の増加を見せた．
韓国の障害者の出生率は外国に比べて低い方だ

が，外国の主要国の場合，ドイツ�	��，アメリカ

�
��，イギリス�
��，日本���などである．参
考として世界保険機構（���）は全体人口の�	を
障害者人口として推定しているが，この基準によれ
ば�		�年現在，韓国の障害者人口は約��	万人にな

図 � ���国際生活機能分類���



韓国における障害者福祉制度の主要内容と社会経済的な実態 ���

表 � 身体的障害�精神的障害の分類���

表 � 韓国の障害者の推定数���

る．一方�		&年��月基準の登録障害者は���万 �千
人（登録率約�	）で，国民全体の���が登録障害
者に該当する．
障害のタイプ別に見ると，外部障害が��&万 �千人

（���&）と最も多く，精神的障害��万人（����），
内部障害�&万 �千人（���）の順である（表 �）．具
体的なタイプ別では肢体障害�		万 �千人（����），
脳病変障害��万 �千人（����），聴覚障害��万 
千

人（�	��），視覚障害��万 �千人（�	��），精神遅
滞��万 &千人（&��），精神障害 
万�千人（���）
の順で表れた．
障害者の年令別構成は，児童の比重が少なく �万

�千人，（���），高齢層が多いが，これは後天的な

原因による障害発生率が高いことに起因する．��歳
以下の児童は �万 �千人（���），�&歳以上の老人
は�
万 �千人（����）で，特に�	歳以上の障害者
は
�万 �千人（����）で半分近い．
障害者の性別構成の場合男性は���万 �千人

（&
��），女性は��万 �千人（�	��）で�			年に比
べて男性は減少し女性は増加（�			年男性は����，
女性は����）したことが文献や資料による調査に

より明らかになった ��．
障害発生原因を見ると，後天的原因による障害者

が全体の����で大部分を占めており，このうち疾患
による障害者が&���，事故による障害者が����で
あった．これに比べて先天的または出産時の原因に
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表 � 障害種類別の障害者人口���

よる障害者は���に過ぎず，原因不明が���であっ
た ��．
�）障害者人口の増加推移

�

	～�		&年の期間の推定障害者の年平均増加
率は&��であり，期間別では�

	～�

&年が���，
�

&～�			年が���，�			年～�		&年は���で，

�			年以降増加速度が速くなった（�

&～�		&年
の総人口の年平均増加率は	��）．性別では男性の

障害者より女性の障害者の増加速度がさらに速くな
るすう勢である	�．
現在の障害者人口増加のすう勢がそのまま維持さ

れると仮定する時，障害者人口は�	�	年に約��	万
人に達する見込みであり，特に女性の障害者は�		&

年現在��万 �千人から�		�年に �千人を超えるもの

と予想される．また，�		�年に計画されている障害
のカテゴリーの拡大が予定通りになされた場合，障



韓国における障害者福祉制度の主要内容と社会経済的な実態 ���

図 � 推定障害者および登録障害者の増加傾向���

害者人口および登録障害者の数はもっと速く増加す
るものと思われる．参考として，�		�年に拡大が予
想される障害のカテゴリーは，消化器障害，重い皮
膚疾患，気質性の脳症候群，その他身体的・精神的
障害のうち重い障害を中心として選定される対象で
ある
�．
�）社会経済的特性

（�）障害者の身体・社会的特性

�		&年の障害者の実態調査を保健社会研究院が
行った結果，�			年に比べて障害者の生活水準は全
般的に向上したが，社会一般の水準に比べて未だ劣
悪な状態にあることが示され，今後の持続的な改善
が要求されることが表 �で分かる．
��生活満足度
障害者の生活満足度は�&で，�			年の�
に比

べて大きく改善され，詳しく見てみると，とても
満足が���，だいたい満足が����，少し不満足が

�&��，とても不満足が�
�&などの割合を示した．
��他の人の助けを必要とする程度
障害者の日常生活の遂行能力について保健社会研

究院が調査した結果，障害者の約�&が他の人の助
けを必要としており，このうち実際に助ける人がい
る場合は��であり，主に助ける人が家族である場

合が
�であるという結果が出た．従って，これか
ら昼間保護施設の拡充，自立生活施設（�-）および
自立生活支援サービス拡大など，家族の負担を減ら
す施策の拡大が求められる．
��再活動補助器具
再活動補助器具の所有現況で，障害者の �人に �

人（��）が再活動補助器具を所有しており，電動
車いすが必要な障害者の &人に �人が電動車いすを

所有していることが分かった．再活動補助器具が必
要にもかかわらず，購入しない理由として約�	が
購入費用など経済的な理由であることが調査で明ら
かになり，健康保険や再活動補助器具授与事業など，
低所得層に対する再活動補助器具の支援拡大が必要
なことが分かる．
��コンピューターの保有現況
コンピューターの保有現況は，�			年に比べて大
幅に増加（���&	）しており，特に発達障害者

（自閉）の場合 .�の保有率が��に達した．政府
の通信料金およびインターネット使用料の減免など
で携帯電話の保有率が&&，インターネット使用率
が��などと改善されているが，いまだ情報へのア
プローチの格差があることが示された（�		�．国民
全体のインターネット使用率：�	��）．

表 � �			年と�		
年の障害者の身体・社会的特性比較���
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&�外出頻度
外出頻度調査の結果，ほとんど毎日外出する割合

が�			年の&
から�&へ向上し，週 �～ �回外出
も�	から��へと増加した．

障害者に便宜を図る施設の拡充などにより，外
出時に不便さを感じるという割合は&&で，�			年
の�&に比べて多少減少した．しかし不便さを感じ
る理由としては障害者に便宜を図る施設の不足が
��で最も高く，そのような施設の拡充のための支
援拡大がこれからも継続して必要であるということ
が分かる．
��学力別分布
障害者の学力水準は国民全体に比べてかなり低い

方である．�	～��歳の全国民（障害者＋非障害者）
は，中卒以下が�&��，高卒が����，専門大学（日
本の短大に相当）以上が���&であり，障害者の場
合は�	～��歳の障害者で中卒以下が&��&，高卒が
���&，専門大学以上が���	などと示された．

国民全体の各級学校の卒業者の比重と障害者の各
級学校の卒業者の比重を対比した相対的な割合を見
ると，中卒以下の人は国民全体の �倍の水準である
反面，高卒者は国民全体の �分の �の水準であり，

大卒以上の人は �分の �水準で，障害者は国民全体
に比べて相対的に学力水準が低いことが分かる．こ
のような低学力は障害者の経済活動にも少なからぬ
影響を及ぼすため，根本的な対策が求められる���．
（�）障害者の経済的特徴

��経済活動参加率
�&歳以上の障害者の経済活動の参加者は��万人

（経済活動参加率��）であり，失業者の割合は未就
業の原因を考慮する時����に達することが調査で

明らかになった（表 �）．
未就業の原因としては「ひどい障害のため仕事を

するのが難しそうだったので（�&）」が最も高く，
「年を取っているから」，「自分に合う職種がなくて」
の順で，今後障害者の失業率を減少させるためには，

表 
 韓国の障害者の学力分布���

表 � 韓国の障害者の経済活動参加率���
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障害の程度別，性別，年齢別の職種開発と共に障害
者の認識を改善する努力が必要なことが示された．
��世帯所得および追加費用
障害者世帯の月平均所得は�&�万ウォンで，都市勤

労者の世帯所得（�		&年の第 �四半期）�	�万ウォ
ンの&�に過ぎなかった（�			年の場合��）．ま
た，障害者世帯のうち（�
&万世帯）国民基礎生活
の保護対象者世帯は��万世帯（��）で，非障害者
世帯の���に比べて �倍程度高く，障害者世帯の貧
困状態も深刻である．一方，障害による追加費用は
月�&�&万ウォンで，�			年の�&��万ウォンに比べて
むしろ減少する傾向を見せた ���．
��職業別分布および勤労所得（月賃金）

障害者の就業分野は単純労働（����），農漁業
（���
），技能員および関連技能勤労者（���&）な
ど，主に単純労働に偏っており，就業障害者の月平

均所得は��&万ウォンで，通常の社員の月平均賃金
�&�万ウォンの�&に過ぎなかった．従ってこのよ
うな問題の解決のためには，障害者の就業構造改善
のための教育および専門技術の訓練と共に，需要者

中心の職種開発が必要なことが分かる．
��従事上の地位
就業障害者は就業者全体に比べて非賃金勤労者の

比重が相対的に高い．
非賃金勤労者は全体の就業障害者の����であり，

このうち自営業者が最も多く自営業の障害者は就業
障害者全体の����を占めている．また，賃金勤労
者は����であり，このうち臨時・日雇い勤労障害
者は就業障害者全体の�&��を占め，彼らの雇用の

安定性も全体に比べて相対的に低下することが分
かる．

表 � 就業障害者の職業別分布���

表  就業障害者の従事上の地位別構成比�	�
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現行の障害者福祉制度の主要内容

�）障害者福祉関連法規

�		�年基準現在，韓国の障害者福祉関連の法律に
は障害者福祉法，特殊教育振興法，障害者・老人・

妊産婦などの便宜増進補償に関する法律，障害者雇
用促進および職業再活法，障害者起業活動促進法，
母子健康法，産業安全保健法，産業災害補償保険法，
勤労基準法，公務員年金法，軍人年金法，私立学校

教職員年金法，国民年金法，国家功労者等の礼遇お

表 � 現行の障害者福祉関連政策および実施機関�
�
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よび支援に関する法律，国家賠償法，自動車損害賠
償保障法などの��種類がある．これらのうち障害者
福祉法，特殊教育振興法，障害者・老人・妊産婦な
どの便宜増進補償に関する法律，障害者雇用促進お

よび職業再活法などが障害者福祉と最も直接的な関
連性があり，残りの法律は主に障害予防，労災補償，
障害年金，傷痍年金，障害給付および障害賠償に対
する内容を扱っている．以下では現在韓国の障害者
福祉事業と直接的な関連がある �つの法律を中心に
その主要な内容を検討する．
（�）障害者福祉法

障害者福祉法は，心身障害者福祉法（�
��）が
�
�
年度に全面的に改定され作られた法律で，幾つ

かの障害者関連の法律の中でも最も根幹を成す法律
である．同法律には障害者の定義，管理，義務，差
別禁止，国家および自治体の責任，障害発生予防，
教育，障害者調査，障害者登録，生業支援，障害手
当，福祉施設，再活動補助器具および障害者福祉専
門人材の養成などに関する内容が規定されており，
現行障害者登録制度上の障害のタイプおよび程度に
関する規定もこの法律に基づいている���．
（�）特殊教育振興法

この法律は，�
��年に初めて制定され，以降現在
まで幾度かの改訂過程を経たが，同法律は特殊教育
を必要とする人に国家および地方自治体が適切で平
等な教育の機会を提供し，教育方法および与件を改
善し，自主的な生活能力を育てることにより，彼ら
の生活の安定と社会参加に寄与することを目的と
する．
この法律に含まれた主要な内容は特殊（巡回，統
合，治療）教育の定義，国家および自治体の義務，

特殊教育対象者の選定・修学，特殊教育方法および
特殊教育課程の運営などである．
（�）障害者・老人・妊産婦などの便宜増進補償に関

する法律

この法律は�

�年に制定されたが，その目的は障
害者・老人・妊産婦などが生活を営む上で他の人の
助けなしに安全で便利に施設および設備を利用し，
情報にアプローチできるように保障することにより，
彼らの社会活動参加と福祉の増進に貢献するもので

ある．具体的には道路，公園，公共の建物および公
衆利用施設，共同住宅，交通手段，通信施設，その
他の便宜施設の設置が必要な建物・施設およびその
付帯施設に対する障害者・老人・妊産婦などのアプ
ローチと便宜の増進が同法律の主目的であると言え
よう．
（�）障害者雇用促進および職業再活法

この法律は�

	年に制定された‘障害者雇用促進

などに関する法律’に職業再活に関する内容が追加
されて�			年度に大幅に改訂された法律である．同
法律は障害者がその能力に合う職業生活を通して人
間らしい生活ができるよう，障害者の雇用促進およ

び職業再活を図ることを目的とする．障害者雇用促
進および職業再活の基本計画，教育人的支援部およ
び保健福祉部の連携（改訂�		�����
），職業指導，職
業能力開発訓練，支援雇用，事業主および障害者勤
労者の支援，障害者雇用義務および負担金，韓国障
害者雇用促進公団の設立，障害者雇用促進および職
業再活基金，障害者職業生活相談員などに関する内
容が規定されている．
参考として障害者の経済活動と関連して�		&年 �

月に‘障害者起業活動促進法’があるが，この法律
は障害者の創業と起業活動を積極的に促進すること
により，障害者の経済的・社会的地位を高め，経済
的に向上することを図り，国民経済の発展に貢献す
ることを目的として作られた ���．
�）障害者福祉関連政策および伝達体系

韓国の障害者関連制度および政策は，中央政府の
�つの部署と地方自治体および民間機関で実施して
いる．

中央の �つの部署は保健福祉部，労働部，教育部，
情報通信部，建設交通部，女性部，文化観光部など
で，民間機関は航空会社，運送業者，移動通信社，
電話局などを言う．関連制度や政策の主な内容は，
各種減免および免除などが相当部分を占め，障害者
の社会経済的地位の向上に大きな助けを与えられず
にいるのが実情である．現在の伝達体系の場合，障
害者福祉および雇用関連対策は福祉部，労働部，教
育部の �大部署が担当し，所管業務の実際の執行は

地方自治体と各部署の傘下機関が大部分を担当して
いるが，現行伝達体系の最も大きな問題点は政府部
署間の連携性の欠如である．障害者福祉および雇用
と関連した福祉部，労働部，教育部の �大部署は相
互間の連携性が欠如した状態で各自の計画を立てて
執行することにより，各部署が計画する事業間に重
複が発生して政府政策の全般的な効果性を阻害する
主要な原因として作用している���．
�）障害者関連の政府支出

�		�年の障害者関連の政府支出予算の総額は，
��,	��億ウォンで，政府総支出対比で��	�であり，
/�.対比では	���を占め�		�年以降着実に増加
傾向を示す．
韓国の障害者人口の規模や障害者福祉の特殊性を

勘案する時，表�	を見てみると，障害者関連の支出
額で地方委譲事業を含んだ金額（一般会計＋特別会
計＋基金）が未だ伸び率が低いと思われるのは，韓
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表�	 障害者関連予算の規模���

国は
	年代まで経済成長優先政策の下で消極的事後
的な福祉政策が行われてきたが，�			年代に入り国
民一人当たりの /�.が �万ドルを超え，所得水準

の向上に伴い国民福祉ニーズも拡大する中で福祉政
策も見直す時期となっている．
今まで中央政府が遂行してきた障害者福祉事業の

半分以上が�		&年以降自治体へ委譲されることによ
り，財政自立度が高い自治体とそうでない自治体の
間に障害者福祉水準の格差が以前よりさらにひどく
なり，財政自立度が低い自治体では各種の深刻な問
題が発生している���．従って，全体の障害者福祉予
算の増加と共に，関連する予算の地域的なバランス

配分にも多くの努力を傾けなければならない．

今後の展望と課題

韓国の障害者人口は�

	年に障害者実態調査を実
施して以降，今まで急速に増加傾向を示し，�		&年

には���万人に達し，&年後である�	�	年には約��	

万人にまで増える見込みである．また，先ほどの障
害者実態調査結果のように障害の原因も�
が後天

的なことであることを見る時に，国民のだれもがい
つどこで障害になるかもしれない状態である���．
従って，障害者福祉が今やこれ以上少数者のため

だけの福祉であるのではなく，今後の展望として韓
国の障害者福祉の発展のための主要課題としては，
登録制度の積極的な広報，障害予防の強化，家族の
負担を減らす施策の拡大，低所得層に対する再活動
補助器具の支援拡大，便宜施設の改善・拡充，就業
率の向上のための障害種別・障害程度別・性別・年

齢別の職種開発，教育および専門技術訓練の充実，
国民に向けての障害者の認識改善，障害者の所得保
障および医療保障，障害者福祉予算の地域間バラン
スを図るなどを挙げることができ今後ますますその
課題の重要性が増していくことと考えられる．
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